
議第108号 下呂市御嶽山五の池小屋の指定管理者の指定について 

１．施設の名称 

  下呂市御嶽山五の池小屋 

２．指定管理者となる団体の名称 

  岐阜県下呂市小坂町長瀬100番地５ 

合同会社マウントブルー 代表社員 市川 典司 

３．指定の期間 

令和６年４月１日から令和11年３月31日まで（５年） 

４．指定管理料 

  ０円 

５．指定管理者の募集方法 

下呂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条第１項ただし書きに

基づき特定指名による選定をしました。 

６．指定管理者の選定理由 

御嶽山五の池小屋は、観光資源の充実と市民及び登山者の便宜を図るとともに、緊急時

における生命の安全に資するために設置されたものです。 

施設は自然環境の厳しい状況にありながら、指定管理者が出版社・報道機関への宣伝や

写真提供等を行い、御嶽山の魅力度アップに貢献しています。また、多くの知識や技術を

有しており山岳救助隊にも入隊し、遭難者の捜索・負傷者の救助等積極的に協力するなど、

当施設の設立目的達成のために貢献しています。 

上記の事由から、御嶽山を熟知し登山技術等に精通した合同会社マウントブルーを公募

によらず特定指名するものです。 

７．指定管理者の行う業務の内容 

  御嶽山五の池小屋の施設管理と運営 

  天災時緊急事態が発生した場合、登山者の安全確保と避難誘導 

８．指定管理施設の概要 

厨房、食堂、事務室、宿泊室、倉庫 

産業経済常任委員会 

実施月日 令和５年12月15日 

担当課  観光商工部 観光課 
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議第112号 下呂市観光交流センターの指定管理者の指定について 

１．施設の名称 

  下呂市観光交流センター 

２．指定管理者となる団体の名称 

  岐阜県下呂市森922番地６ 

 一般社団法人下呂温泉観光協会代表理事 滝 康洋 

３．指定の期間 

令和６年４月１日から令和８年３月31日まで（２年） 

４．指定管理料 

  19,000,000円（年額） 

５．指定管理者の募集方法 

下呂市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条第１項ただし書き

に基づき特定指名による選定をしました。 

６．指定管理者の選定理由 

   本施設は下呂市の観光振興における重要な拠点であることから、指定管理者には蓄積

した経験と豊富な知見が求められます。 

   下呂市と密接に連携して観光振興事業を展開する（一社）下呂温泉観光協会が、自ら

の事業と一体的に行うことで、施設の効用が最大限に発揮されます。 

また、下呂市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第４条

第３項の規定からも、現に施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、

当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できると

きに該当するものと解釈しております。 

令和５年５月には新型コロナが５類感染症に分類されて以来、ＤＭＯのネットワーク

機能を活かし、地域観光の発信拠点としてイベントの開催や特別展の開催など、施設の

目的に沿った事業が本格化しつつあります。 

上記の事由から、令和４年４月の供用開始以来１年８カ月の運営実績を踏まえた上で

公募によらず（一社）下呂温泉観光協会を特定指名するものです。 

７．指定管理者の行う業務の内容 

① 総合観光案内及び館内案内の業務に関すること。 

② 展示資料等の維持管理及び更新に関すること。 

③ 施設の使用管理に関すること。 

④ 施設の運営事務に関すること。 

産業経済常任委員会 

実施月日 令和５年12月15日 

担当課  観光商工部 観光課 

-3-



⑤ 災害における避難者への対応に関すること。 

⑥ その他施設の運営に関すること。 

８．指定管理施設の概要 

観光案内所、事務室、交流室、情報展示施設、トイレ（男・女、多目的）、授乳室、倉

庫棟、広場、温泉塔、名板、銅像、常夜燈 

下呂市観光交流センター「湯めぐり

館」における小坂・馬瀬特別展展示

の様子（令和５年10 月22日から

11月末） 

下呂市観光交流センター「湯めぐり

館」における小坂・馬瀬特別展の告

知看板（令和５年10月22日から11

月末） 

下呂市観光交流センター「湯めぐり

館」敷地内での、小坂・馬瀬の物販

の様子（令和５年11月25日・26

日）

下呂市観光交流センター「湯めぐり

館」前広場にて、下呂温泉まつりに

おける、地元郷土芸能の披露（令和

５年８月２日）
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産業経済常任委員会

実施月日 令和５年12月15日 

担当課 上下水道部水道課

水道料金の改定について（議第123号）

１、水道料金改定の市民周知について 

（１）市民説明会の開催 

    令和５年９月19日（火）から10月３日（火）までの間、市内５か所で市民説明会

を開催。説明会の開催結果については、以下のとおり。 

開催日 開催場所
参加
者数

主な質問・意見等 

9月19日
小坂 
きこり 
センター 

2名

・合併の時ではなくなぜ今、市内統一するのか。 
・大口径は値上げが大きく、段階的にはできないのか。
・簡水の落合浄水場と上水の下呂浄水場は同じ施設と
は思えない。なぜ、上水の口径別料金設定を簡水区
域にも適用するのか。 

・機械設備が上水と簡水との差を感じる、料金統一後
は簡水の設備導入を。 

・下呂浄水場には自家発電機がある。各施設に整備で
きないか。 

9月21日
萩原 
星雲会館 

0名

9月26日
下呂 
市民会館 

2名

・下水道料金の改定は予定されているのか。 
・簡水は、一つにまとめることはできないのか。 
・上水区域と簡水区域ではどちらの老朽化が進んでい
るのか。 

・人口減少が進めば次の料金改定が早くなるのか。 
・学校、プール施設（大口径）への影響は。 

9月28日 
金山 
市民会館 

16名
・既設水道管570㎞の布設年度は把握しているのか。
・改定率の５％の根拠は。 
・上水と簡水の料金設定は、合併前から違うのか。 

10月3日 
馬瀬中央 
公民館 

6名

・上水と簡水の人口の比率は。 
・合併後年数が経過しているが、統一できなかった理
由は。 

・馬瀬も漏水が多いのか。 
・水道の施設管理は委託に出しているのか。 

  ※ サークル、団体等への出前説明会については、現在のところ申し込みなし。 

 （２）事業所への周知 

    水道料金が改定前と比較し大きく増加が予想される事業所へ、料金を試算したお

知らせを送付。 送付事業所８９件（公共施設を除く） 

 （３）各地域自治会連合会での説明 

     ９月22日（金）から10月20日（金）までの間、４地域の自治会連会において水

道料金改定について説明。 
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（４）その他の周知等 

①  水道、下水道事業の現状についての周知  

    ・市ホームページ：水道だより３回（６月から８月） 

下水道だより３回（９月から11月） 

    ・パンフレット：「知っておいでるかな？下呂市の水道」広報げろ９号に綴じこみ 

       ・広報げろ11月号：特集「子や孫に届けたい くらしと水」 

   ② 今後の周知予定 

    ・広報げろ、ホームページ、市民メールによる周知 

    ・検針票のお知らせ欄による周知 

３、添付資料 

 （１）水道料金の改定について（市民説明会資料） 
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